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町
村
等
の
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
認
定

委
員
会
及
び
審
査
会
の
共
同
設
置
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
森
山
七
の
規
定
に
よ
り
､
町
村
等
の
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に

関
す
る
認
定
委
員
会
及
ひ
審
査
会
の
事
務
を
共
同
処
理
す
る
た
め
､
次
の
と
お
り
規
約
を
定
め
､
こ
れ

ら
の
機
関
を
共
同
設
置
す
る
｡

附
和
四
十
三
年
二
月
ナ
ノ
　
日
提
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葛
蘇
生
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t
･
q
,
y
j
京
町
長
沢
;
J
i
,
を
L
,
て

三
-
-
己
原
票
可
決

三
朝
町
哉
套
㌣
で
八
　
束
等
奪
飴

町
村
等
の
非
常
勤
職
員
の
.
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
認
定

委
員
会
及
び
審
査
会
の
共
同
設
置
に
関
す
る
規
約
　
　
･

へ
共
同
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
)

第
　
1
　
条
　
別
表
に
掲
げ
る
町
村
及
び
市
町
村
の
一
部
事
務
組
合
(
以
卜
｢
関
係
町
村
｣
と
い
う
.
)

は
.
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
禰
麓
に
つ
き
'
公
務
卜
の
災
害
の
認
定
に
つ

い
て
意
見
を
き
-
た
め
に
公
務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
を
､
公
務
上
の
災
害
の
認
定
及
び
補
償
の
実

施
に
関
す
る
不
服
申
立
て
を
審
査
裁
定
す
る
た
め
に
公
務
災
害
補
償
審
査
会
を
､
そ
れ
ぞ
れ
共
同
し

て
設
置
す
る
も
の
と
す
る
｡

(
h
J
=
称
)

第
　
二
　
条
　
こ
の
公
務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
及
び
公
務
災
害
補
償
審
査
会
は
~
そ
れ
ぞ
れ
鳥
取
県
町

村
非
常
勤
職
員
公
務
災
胃
補
償
認
定
委
員
会
及
び
鳥
取
県
町
村
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
審
査
会

と

い

-

｡

(
執
務
場
所
)

第
三
条
　
鳥
取
県
町
村
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
へ
以
下
　
｢
認
定
委
員
会
｣
　
と
い

う
｡
)
及
び
鳥
取
県
町
村
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
審
査
会
〔
以
下
｢
審
査
会
｣
と
い
-
｡
)
の

執
務
場
所
は
ー
鳥
取
市
東
町
一
丁
目
三
百
五
番
地
鳥
柁
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
へ
以
下
｢
組
合

｣
と
い
う
｡
)
　
の
事
務
所
円
と
す
る
Q



(
委
員
の
選
任
方
法
)

第
四
条
　
認
定
委
員
会
及
び
審
査
会
(
以
下
｢
認
定
委
員
会
等
｣
と
い
う
｡
)
の
要
員
は
､
学
識
経

験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
鳥
取
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
長
(
以
下
｢
組
合
長
｣
と
い
う
｡
)

が
委
嘱
す
る
も
の
と
す
る
｡

2
　
組
合
長
は
､
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
認
定
委
員
会
等
の
委
員
(
認
定
委
員
会
等
の
委
員
に

欠
員
を
生
じ
､
こ
れ
に
伴
い
後
任
の
委
員
を
委
嘱
し
た
と
き
は
､
当
該
後
任
の
蚕
貞
)
の
氏
名
及
び

経
歴
を
関
係
町
村
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
C

5
　
認
定
委
員
会
の
委
員
の
定
数
は
､
五
人
と
し
､
審
査
会
の
蚕
鼻
の
定
数
は
二
二
<
と
す
る
｡
　
　
4

4
　
認
定
委
員
会
等
の
委
員
の
任
期
は
二
二
年
と
す
る
｡
た
だ
し
'
補
欠
の
要
員
の
任
期
は
~
前
任
者

の
残
任
期
間
と
す
る
｡

r
i
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5
　
認
定
委
員
会
等
の
委
員
は
'
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
蚕
員
長
等
)

第
五
条
　
認
定
委
員
会
に
委
員
長
を
'
審
査
会
に
会
長
を
置
き
､
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
の
互
選
に
1
6

こ
れ
を
定
め
る
｡

2
　
認
定
委
員
会
の
委
員
長
及
び
審
査
会
の
会
長
は
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
会
務
を
総
理
す
る
｡
こ
れ
ら
の
者

に
事
故
が
あ
る
と
き
.
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
欠
け
た
と
き
は
'
こ
れ
ら
の
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す

る
委
貝
が
そ
の
職
務
を
行
な
う
｡

(
負
担
金
)

第
六
条
　
認
定
委
員
会
等
に
関
す
る
関
係
町
村
の
負
超
金
の
額
は
､
関
係
町
村
の
長
が
そ
の
協
議
に
4
.

よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
｡

2
　
関
係
町
村
は
ー
前
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
を
組
合
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

5
　
前
項
の
負
担
金
の
交
付
の
時
期
は
､
毎
年
四
月
末
日
と
す
る
｡

(
認
定
委
員
会
等
に
関
す
る
組
合
の
予
算
)

第
七
条
　
認
定
委
員
会
等
に
関
す
る
租
合
の
予
算
は
ー
こ
れ
を
特
別
会
計
と
す
る
｡

(
藷
走
委
員
会
等
に
関
す
る
組
合
の
決
算
報
告
)

第
八
条
　
組
合
長
は
'
認
定
委
員
会
等
に
関
す
る
歳
入
歳
出
決
算
を
穀
合
議
会
の
認
定
に
附
し
た
と

き
は
~
当
該
決
算
を
関
係
町
村
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(
認
定
委
員
会
等
の
委
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
裁
定
)

第
九
条
　
組
合
は
'
認
定
委
員
会
等
の
委
員
の
報
酬
､
費
用
弁
償
の
額
及
び
そ
の
支
給
方
法
に
開
す



る
条
例
　
規
則
そ
の
他
の
規
定
を
制
定
文
は
改
廃
し
た
と
き
は
'
関
係
町
村
の
長
に
そ
の
写
し
を
添

え
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(
補
則
)

第
十
条
　
こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
を
除
-
は
か
､
認
定
委
員
会
等
の
担
任
す
る
事
務
に
閑
し
必
要

な
事
項
は
､
組
合
長
が
定
め
る
｡
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則

こ
の
規
約
は
.
嘩
和
E
l
十
三
年
四
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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表

.
r
l
I
　
岩
美
郡
　
国
府
町
･
岩
美
町
､
福
部
村

八
頭
郡
　
　
部
家
町
'
船
岡
町
､
拘
原
町
.
八
東
町
､
若
桜
町
､
用
瀬
町
､
佐
R
t
j
村
'
智
頭
町

気
高
郡
　
　
気
高
町
､
鹿
野
町
､
青
谷
町

東
伯
郡
　
　
羽
合
町
､
泊
村
ー
東
郷
町
､
三
朝
町
.
関
金
町
､
北
条
町
'
大
栄
町
'
東
伯
町
､

赤
碕
町

西
伯
郡
　
　
西
伯
町
'
会
見
町
､
岸
本
町
'
日
吉
淫
村
､
淀
江
町
､
大
山
町
.
名
和
町
'
中
山
町

日
野
郡
　
　
日
南
町
'
日
野
町
'
江
府
町
､
溝
口
町

鳥
取
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合

鳥
取
県
市
恥
村
消
防
災
害
補
償
組
合

鳥
取
県
旧
町
村
職
員
恩
給
組
合
資
産
管
理
組
合

那
邑
法
第
1
中
学
校
飯
台

郡
家
町
外
四
ケ
町
隔
離
病
舎
組
合

醗
八
東
衛
生
施
設
組
合

日
野
町
江
府
町
衛
生
施
設
組
合

溝
口
町
及
江
府
町
学
校
組
合


